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② NPO法人の介護サービス

Q ●
● NPO法人が行う介護サービスについ

ては、法人税が課税されるのでしょうか。

A:収益事業に該当し、法人税が課税され

ることになります。

【解説】

ボランティア活動などの社会貢献活動を促

進するため、特定非営利活動促進法(NPO

法）が平成10年12月から施行されていま

す ◎

NPO(NonProfitOrganization)とは 、

営利を目的としない民間の団体のことですが、

その社会的な意義から、寄附金控除などの税

制の優遇措置を設けるべきとの強い要望があ

ります。また、NPO法人の行う介護サービ

ス事業が法人税法上非課税とされるかどうか

が注目を集めていました。

国税庁ではこのほど、厚生省からの照会に

対し、「NPOを含め、公益法人に該当する

法人が行う介護サービス事業は収益事業に該

当する」との回答を行っています。

NPOは法人税法上、公益法人等に該当し

ますが、国税庁は、公益法人等の行う介護サ

ービス事業について、①福祉用具貸与は物品

貸付業、②特定福祉用具販売は物品販売業、

③住宅改修は請負業、④①～③以外の介護サ

ービス事業は医療保険業、に該当するとの判

断を示し、NPOを含め公益法人等の行う介

護サービス事業は、収益事業に該当するとの

結論を出しています。したがって、NPO^> に旧IVO-I
各公益法人の介護サービス事業による収益は、

法人税の課税対象となります。
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